
IKC テレビ・プッシュ契約約款 

 

第１章 総則 

 

第１条（約款の適用） 

株式会社伊豆急ケーブルネットワーク（以下「当社」といいます。）は、電気通信事

業法（昭和59 年法律第86 号、以下「法」といいます。）およびその他の法令に従うと

ともに、当社の定めるテレビ・プッシュ契約約款（以下「基本サービス約款」といいま

す。）に基づき、IKC テレビ・プッシュ（以下「基本サービス」といいます。）を提供

します。 

 

第２条（約款の変更） 

当社は、次条（用語の定義）に定める加入者の同意を得ることなく基本サービス約款

を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の基本サ

ービス約款によるものとします。 

２．基本サービス約款を変更する場合、当社は可能な限り事前に、当該変更により影響を

受ける加入者に対し、当社の定める方法により告知するものとします。 

 

第３条（用語の定義） 

基本サービス約款において使用する用語は、次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

加入者 当社と利用契約を締結している個人または法人 

利用契約 当社から基本サービスの提供を受けるための契約 

サーバコンテンツ保 

有事業者 

当社と提携し、基本サービスを提供するため、サーバやコンテン

ツを保有する事業者 

電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を

送り、伝え、または受けること 

電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 

当社やサーバコンテ 

ンツ保有事業者の通 

信設備 

基本サービスを提供する上で必要なサーバ等の通信機器 

 

電気通信サービス 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備

を他人の通信の用に供することを目的とするサービス 

機器 基本サービスの利用にあたって使用するＩＰボックスおよび付属

品の総称 

ＩＰボックス 基本サービスを利用する上で必要な、インターネット回線を介し



テレビに接続する専用受信端末(専用リモコン・電源ケーブルを

含みます。) 

サーバ ＩＰボックスに対して、保有している機能やデータを提供する機

器 

ソフトウェア 当社およびサーバコンテンツ保有事業者の通信設備とデータ通信

を行うため、または各種情報を表示するためＩＰボックスに搭載

されたシステム 

コンテンツ 基本サービスで配信する情報内容、画面、音声や映像等 

画像データ等 当社および加入者等より送られた写真、画像データ等 

通知 特定の相手に個別に情報を伝えること 

告知 広く多くの相手に情報を伝えること 

 

第４条（基本サービスの内容） 

基本サービスは、インターネットに接続されたＩＰボックスを介して次のサービスを

提供します。 

（１）緊急地震速報や災害気象情報等の防災情報の取得 

（２）降雨情報や自治体情報等の生活情報の取得 

（３）画像データ等の投稿・閲覧 

２．当社は、第１項に定める基本サービスの内容を変更することがあります。この場合、

当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知するものとします。 

３．加入者は、転居に伴う設置場所の変更により、基本サービスの内容が異なる場合やサ

ービス提供の継続が困難な場合があることをあらかじめ同意するものとします。 

 

第５条（利用契約の単位） 

利用契約の締結は、世帯毎に行うものとします。 

 

第６条（利用の条件） 

加入者は、自己の責任と負担において、基本サービスを利用するために必要なインタ

ーネット回線、通信機器、電源、テレビ、ＩＰボックス接続用入力端子（以下「設置環

境」といいます。）を準備するものとします。 

２．前項に定めるインターネット回線については、常時接続されていることを前提としま

す。なお、加入者はインターネット回線のメンテナンス、障害、停電等、電気通信の不

具合により、通信が切断されることでサービスが正常に利用できなくなる場合があるこ

と、また、インターネット回線が、設置環境における周辺の天候、契約上のデータ使用

量制限、機器の移設および電源設定などにより、サービスが正常に利用できなくなる場

合があることをあらかじめ同意するものとします。 



３．当社が指定する地域にお住まいの個人または法人に限ります。 

 

第７条（利用料金） 

加入者は別表に定めるサービス利用料金を当社に支払うものとします。 

 

第８条（利用料金の支払い） 

料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。 

 

第９条（遅延損害金） 

加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率 14.6％の遅延損害

金を当社に支払うものとします。 

 

第 10条（契約有効期限） 

基本サービスの契約有効期間は、契約成立日から１年間（以下「最低利用期間」といい

ます。）とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当

社所定の書類により何等の意思表示もない場合には、引き続き、１年間の期間をもって

更新するものとし、以後も同様とします。 

第 11条（利用契約の申し込み） 

申込者は、基本サービス約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して

当社に提出するものとします。 

（１） 申込者の住所、氏名または所在地、商号、代表者 

（２） その他必要事項 

２. 申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必要とします。 

３．申込者である個人が成年被後見人および被保佐人の場合は、それぞれ成年後見人および

保佐人の同意を必要とします。 

４．学校での基本サービス申込者については、学校の設置者に限ります。 

第 12条（申し込みの承諾） 

当社は、基本サービスの申込みがあったときは受付けた順序にしたがって承諾します。 

２．当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込

みを承諾しない場合があります。 

（１） 申込者が基本サービス約款に違反する恐れがある場合 

（２） 申し込み内容に虚偽の記載があった場合 

（３） サービスの提供が著しく困難である場合 

（４） その他、利用契約締結が不適当である場合 



３．前項の規定により、当社が基本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当

社は、申込者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。 

 

第 13条（反社会的勢力の排除） 

当社は、申込者が次の各号に反する場合は、加入申込を承諾しないものとします。また、

加入者が、次の各号に反することが判明した場合は、何らの催告もせず、本契約を解除

することができるものとします。これにより損害が生じた場合は、申込者及び加入者が

賠償するものとします。 

（１） 申込者及び加入者は、現在または将来にわたって、次の反社会敵勢力のいずれにも

該当しないこと。 

① 暴力団 

② 暴力団員 

③ 暴力団準構成員 

④ 暴力団関係企業 

⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 

⑥ その他前各号に準ずるもの 

（２） 申込者及び加入者は、現在または将来にわたって前号の反社会的勢力と密接な交友

関係にある者（以下、「反社会的勢力等」という）と次のいずれかに該当する関係を

有しないこと。 

① 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係 

② 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係 

③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 

④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係 

（３） 申込者及び加入者は、当社に対して、自ら又は第三者を利用して次のいずれの行為

も行なわないこと。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を

妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

 第 14条（利用契約の成立と利用開始日） 

利用契約は、基本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立

するものとします。 

２．IPボックス等が設置された日を、基本サービスの利用開始日と定めます。 



第 15条（加入申込書記載事項の変更） 

加入者は、加入申込書記載の利用サービス内容の変更を請求することができます。この

場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の 10日前まで

に当社に提出するものとします。 

２．加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座な

どの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出す

るものとします。 

３．当社は、第 12条（申し込みの承諾）の規定に準じ、第１項から第２項の請求および通

知を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方

法によりその旨を通知します。 

４．第１項に規定する請求を当社が承諾する場合は、提出された書類に記載された契約変更

希望日を、原則として当該契約変更日とします。第２項の規定による変更の場合は、提

出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。 

５．当社が特に認める場合に限り、加入者は第１項および第２項に規定する書類の提出に代

え、当社の定める方法で当該変更の請求、および通知ができるものとします。 

 

第 16条（名義変更） 

加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。ただし、相続等当社が特

に認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者への契約名義変更の申し込み

をすることができます。 

２．前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の書類に必要事項

を記入して、契約名義変更希望日の 10日前までに当社に提出するものとします。 

第 17条（権利譲渡等の禁止） 

加入者は、第 16条（名義変更）に定める本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲

渡、質入れまたは貸与することはできません。 

 

第18条（当社が行う基本サービス提供の制限） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基本サービスの提供を制限するこ

とがあります。 

（１）天災地変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、当社やサーバ

コンテンツ保有事業者が通信設備の一部または全部に通信で接続することができなくな

ったとき 

（２）加入者が、当社やサーバコンテンツ保有事業者の通信設備に過大な負荷を生じさせ

る行為を行ったとき 

２.当社は、前項第１号により基本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しその



理由および制限期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知

するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

３.当社は、第１項第２号により基本サービスの提供を制限するときは、加入者に対しそ

の理由および制限期間を、当社の定める方法により通知するものとします。ただし、緊

急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

４．第１項から第３項において、基本サービスの提供が制限された場合における当該制限

期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。 

５．第１項第１号の規定により、当社が基本サービスを制限している期間内に、その制限

の原因が解消されなかった場合、当社は、基本サービスの全部または一部の提供を停止

または休止する場合があります。 

 

第 19条（当社が行う基本サービス提供の停止） 

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止す

ることがあります。 

（１） 基本サービスの料金等の支払いを怠った場合、および当社に対するその他の債務の

履行を怠り、または怠る恐れがある場合 

（２） 基本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは加入者が指定する

預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくなった場合 

（３） 加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合 

（４） 第 25条（加入者の維持責任）第 1項、第 26条（機密保持）第 1項、第 27条（禁止

事項）、第 29条（著作権）、第 31条（加入者の義務）の規定に違反した場合 

（５） その他、当社が基本サービスの提供を不適当と判断した場合 

２．当社は前項の規定により、基本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対しそ

の理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得な

い場合はこの限りではありません。 

第 20条（当社が行う基本サービス提供の休止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、基本サービスの提供を休止すること

があります。 

（１） 当社施設の保守上または工事上やむをえない場合 

（２） 当社施設に障害が生じた場合 

（３） その他の事由により、サービスの提供が困難であると当社が判断した場合 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前にその

理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法

により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 



第 21条（加入者が行う利用契約の解約） 

基本サービスの加入者は、第 10条（契約有効期間）の規定にかかわらず、毎月末日付

にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類

に必要事項を記入して、解約希望日の 10日前までに当社に提出するものとします。 

２．前項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、当該契

約解約日として取り扱います。また、当該契約解約日を本サービスの利用終了日と定め

ます。 

第 22条（当社が行う利用契約の解除） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第 10条（契約有効期間）の規定に

かかわらず、利用契約を解除することができるものとします。 

（１） 第 18条（当社が行う基本サービス提供の停止）第１項の規定により本サービスの利

用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合 

（２） 当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を

余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合 

２．当社は、加入者が第 19条（当社が行う基本サービス提供の停止）第１項各号のいずれ

かに該当する場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認めら

れるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める基本サービスの提供の停止をする

ことなくその利用契約を解除することができるものとします。 

３．当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その加入者に解約の

旨を通知もしくは催告しない場合があります。 

４．当社は、第１項および第２項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらか

じめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限

りではありません。 

５．第１項および第２項の規定により利用契約が解除されたときは、利用契約が解除された

日を基本サービスの利用終了日と定めます。 

 

 

第２章 サービスについて 

 

第23条（機器） 

加入者はＩＰボックスを購入することができます。この場合、当社はＩＰボックスが

設置、設定された日から24 ヵ月間保証（以下「保証期間」といいます。）するものと

します。 

２．加入者は、当社がＩＰボックスを１日１回当社指定の時間に再起動を実施することに

同意するものとします。 

３．加入者は、ＩＰボックスのソフトウェアバージョンアップ時や前項のＩＰボックスの



再起動時には、基本サービスの提供が一時停止することにあらかじめ同意するものとし

ます。 

 

第24条（機器の故障） 

故障に対して当社が必要な措置を講じた場合、当該ＩＰボックスの保証期間は、延長

されないものとします。 

２．当社は、次の場合には有償にてＩＰボックスの当社が定める必要な措置を講ずるもの

とし、交換による再購入の場合は、当該ＩＰボックスの保証期間は、それぞれ新たに発

生するものとします。なお、修理の料金および交換による再購入の料金は別表 機器料

金に定める通りとします。 

（１）当該ＩＰボックスの保証期間を経過した場合 

（２）加入者の故意または過失による場合 

（３）加入者がＩＰボックスを本来の用法に従って使用していなかった場合 

（４）加入者が当社から購入したＩＰボックスを第三者に譲渡した場合 

 

第25条（加入者の維持責任） 

加入者は、ＩＰボックスおよびＨＤＭＩケーブル等（以下「ＩＰボックス等」といい

ます。）を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、基本サービス約款に適合するよう

利用するものとします。また、基本サービスを維持するために必要な設置環境について

も加入者の責任において管理するものとします。 

２．加入者の故意または過失によりＩＰボックス等に故障が生じた場合には、加入者はそ

の修復に要する費用を負担するものとします。 

３．本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。 

 

 

第３章 雑則 

 

第26条（機密保持） 

加入者および当社は、基本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用

契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。 

２．当社は、刑事訴訟法第218 条（令状による差し押え・捜索・検証）その他同法の定め

に基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の

守秘義務を負わないものとします。 

３．当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等

の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第１項の規定

にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。 



４．当社は、第１項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を

締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあ

ります。 

 

第27条（禁止事項） 

加入者は、基本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行うことができない

ものとします。 

（１）機器および施設の改変行為 

① 機器を譲渡、質入れする行為、当社から貸与した機器を転貸する行為。また

はそのおそれのある行為 

② 機器または当社施設を変更、分解、改変または付加物等を取り付ける、また

はそのおそれのある行為。ただし、天災地変、または、その他の非常事態に

際して保護する必要があるとき、保守の必要があるとき、もしくは、当社が

業務の遂行上支障がないと認める場合は、この限りではありません。 

③ 不正な手段を用いて当社が基本サービスを提供するために使用する設備に接

続する行為 

（２）当社の承諾のないサービスの利用行為 

① 基本サービスを利用して営利目的の活動をする、またはしようとする行為 

② ＩＤ、パスワードおよび加入者回線等番号を不正使用する行為 

③ 基本サービスを第三者が利用できる状態にする、またはそのおそれのある行

為 

（３）ソフトウェア、コンテンツおよびデータの不正使用 

① ソフトウェアおよびコンテンツを改変し、またはリバースエンジニアリング

（主にソフトウェアの内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換する

ことを指します。）、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する行

為、またはそのおそれのある行為 

② ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を複製、翻案、翻訳もしく

は編集その他の変更を加える行為、またはそのおそれのある行為 

③ ソフトウェアおよびコンテンツの全部または一部を、有償、無償を問わず公

衆送信、頒布、譲渡、貸与その他利用する、またはそのおそれのある行為 

④ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載する、またはそ

のおそれのある行為 

⑤ 当社の設備に蓄積されたデータを不正に書き換え、消去する、またはそのお

それのある行為 

（４）違法・有害情報に関する行為 

① 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、また



は侵害するおそれのある行為 

② 当社および第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま

たは侵害するおそれのある行為 

③ 当社および第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社および第三

者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

④ 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結び

つく、または結びつくおそれの高い行為 

⑤ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしく

は文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売す

る行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信す

る行為 

⑥ 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行

為、または未承認医薬品等の広告を行う行為 

⑦ 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個

体等の広告を行う行為 

⑧ 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

⑨ 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

⑩ 当社の設備等に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為 

⑪ 第三者になりすまして基本サービスを利用する行為 

⑫ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

⑬ 無断で当社および第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行

為、または社会通念上当社および第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはその

おそれのあるメールを送信する行為 

⑭ 第三者の設備等または基本サービスに用いる設備等の利用、もしくは運営に

支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 

⑮ 基本サービスの提供に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 

⑯ 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加

を勧誘する行為 

⑰ 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文

書偽造、殺人、脅迫等）を請け負い、仲介しまたは誘引（他人に依頼するこ

とを含みます。）する行為 

⑱ 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、

その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に

対して送信する行為 

⑲ 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害のおよぶおそれの

高い自殺の手段等を紹介するなどの行為 



⑳ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長す

る態様または目的でリンクをはる行為 

㉑ 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に 

誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者

をして掲載等させることを助長する行為 

㉒ その他、公序良俗に違反し、または当社および第三者の権利を侵害すると当

社が判断した行為 

（５）その他 

① その他、基本サービスの運営を妨げるなど、当社が不適当と判断する行為 

② その他、法令に違反し、またはそのおそれのある行為 

 

第28条（情報の削除等） 

当社は、加入者による基本サービスの利用が前条（禁止事項）各号に該当する場合、

当該利用に関し、第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と

認めた場合、またはその他の理由で基本サービスの運営上不適当と当社が判断したとき

は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることが

あります 

（１）前条（禁止事項）各号に該当する行為をやめるように要求します 

（２）第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します 

（３）加入者に対して、表示した情報の削除を要求します 

（４）事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を

削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます 

２．前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、

運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 

３．第１項第１号から第３号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求

に応じない場合、当社は、基本サービスの提供を停止する場合があります。 

 

第29条（著作権等） 

加入者等が投稿した画像データ等を除き、基本サービスに関する著作権、特許権、実

用新案権、意匠権、商標権等の権利を含む一切の権利は、当社および関係する権利保有

者に帰属するものとします。加入者は、基本サービスのコンテンツを当社に無断で、複

製、改変、蓄積、転送等をすることはできないものとします。 

２．本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。 

 

第30条（画像データ等の管理責任） 

基本サービスにより加入者等が投稿した画像データ等は、加入者自身の責任において



管理し、保管するものとします。 

２．当社は、前項に定める画像データ等の管理体制等について、一切関知しないものと

し、責任を負わないものとします。 

 

第31条（加入者の義務） 

加入者は、基本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行う義務を負う

ものとします。 

（１）加入者がネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由する全てのネッ

トワークの規則に従うこと 

（２）加入者は、当社やサーバコンテンツ保有事業者の通信設備内に保管された加入者の

データおよびソフトウェア内のデータについて全ての責任を持ち、そのデータのバック

アップは加入者の責任において行うこと 

（３）加入者は、基本サービスで提供するソフトウェア、コンテンツは全て最新のものを

ダウンロードおよびインストールすること 

２．本条の規定に違反した場合、基本サービスの提供を停止することがあります。 

 

第32条（損害賠償の免責および特約事項） 

当社が、第18条（当社が行う基本サービス提供の制限）の規定により、基本サービス

の提供を制限したことによって、加入者が損害を被った場合、当社やサーバコンテンツ

保有事業者は一切責任を負わないものとします。 

２．加入者が、第25 条（加入者の維持責任）および前条（加入者の義務）に規定する行

為を怠ったことに起因し、基本サービスが停止されたことによって、加入者が損害を被

った場合、当社やサーバコンテンツ保有事業者は一切責任を負わないものとします。 

３．加入者が、第25 条（加入者の維持責任）第１項、第26 条（機密保持）第１項、第27 

条（禁止事項）、第29 条（著作権等）および前条（加入者の義務）について、過失、

不正、違法な行為を犯し、当社やサーバコンテンツ保有事業者に損害を与えた場合に

は、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができるものとしま

す。 

４．当社は、基本サービスの運用・管理のために、加入者の使用するＩＰボックス等や接

続するテレビと電気信号による通信を行うことができるものとします。 

５．当社は、次の各号に定める目的の範囲内で、加入者の基本サービスの配信情報の視聴

状態、ＩＰボックスの操作履歴やテレビの電源操作履歴等のログ情報を取得できるもの

とし、利用契約の終了後は、当社は当該加入者のデータ等について削除する権利を有す

るものとします。 

（１）基本サービスの運用・管理 

（２）基本サービスの障害発生時の原因究明とその障害復旧 



（３）基本サービスにおける提供情報の選定等 

（４）基本サービスの利便性の向上 

（５）基本サービスの付加価値サービスの調査・開発 

 

６．当社は前項の目的についての分析・調査および助言等を専門的に行う第三者に、ログ

情報を開示できるものとします。ただし、その場合、個人を特定できない形式に加工、

抽象化した上で開示するものとします。 

７．当社およびサーバコンテンツ保有事業者は、当社およびサーバコンテンツ保有事業者

のサーバに保管する加入者データについて、サーバ障害の復旧作業等による当該データ

削除等に起因して加入者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。 

８．当社およびサーバコンテンツ保有事業者は、加入者自身が当社およびサーバコンテン

ツ保有事業者のサーバに保管したデータについて、加入者によるデータの管理・削除に

起因して加入者が損害を被った場合、前項の規定に関らず、一切の責任を負わないもの

とします。 

９．当社は加入者に対し、当社が認めた各種情報を電子メール等により提供することがで

きるものとします。 

10．当社は加入者に対し、基本サービス上の機能を通じアンケート等を実施することがで

きるものとします。また、当社は、当社または第三者の提供する商品またはサービスに

関する広告等の各種情報を、加入者に対して配信することができるものとします。な

お、当社は加入者に対して、当該各種情報の内容およびその内容に基づく一切の取引お

よび行為について何等の責任および義務も負いません。 

11．加入者は、天変地変、またはその他の非常事態の際に第24条（機器の故障）に規定す

る措置が速やかに実施できない場合があることにあらかじめ同意するものとします。 

12．加入者は、設置環境により、基本サービスの一部または全部の機能に制限が発生する

ことにあらかじめ同意するものとします。 

13．当社およびサーバコンテンツ保有事業者は、基本サービスにより提供されたコンテン

ツ等の内容の正確性、最新性、有用性、完全性、コンテンツ等の遅延等に起因して加入

者が損害を被った場合、一切の責任を負わないものとします。 

14．ＩＰボックス等設置時に当社または当社の指定する業者が加入者の承諾のもと、接続

するテレビ、周辺機器の設定や配線を変更することに同意するものとします。 

 

第 33条（本サービスの廃止） 

当社は、業務上の都合により本サービスを廃止することができます。この場合、本サー

ビスを廃止する日をもって利用契約は終了するものとし、この日を本サービスの利用終

了日と定めます。 

２．当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の３ヵ月前までに当社



ホームページ上での掲載、加入者への通知等、当社の定める方法により本サービスを廃

止する旨を告知します。 

３．当社は、都合により特定のサービス品目を任意の月の末日付で廃止する場合があります。

この場合、加入者は第 15条（加入申込書記載事項の変更）第１項の規定に基づき別のサ

ービス品目への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、

別途当社が定める場合を除き、本サービスを廃止する日をもって当該加入者との利用契

約を解除します。 

４．当社は、前項の場合には、当該サービス品目を利用する加入者に対し当該サービス品目

を廃止する日の３ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載、加入者への通知等、当社

の定める方法により当該サービス品目を廃止する旨を告知します。 

 

第 34条（個人情報） 

当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正

に取り扱うものとします。 

２．加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱

い」において公表するものとします。 

 

第 35条（関連法令の遵守） 

当社は、基本サービス約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内

で、適切な措置を講ずるものとします。 

 

第 36条（国内法への準拠） 

基本サービス約款は日本国国内法に準拠するものとし、利用契約により生じる一切の

紛争等については熱海簡易裁判所または沼津地方裁判所を管轄裁判所とします。 

第 37条（定めなき事項） 

基本サービス約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、および加入者は契約締結の主

旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。 

 

 

付則 

（１）当社は特に必要があるときには、基本サービス約款に特約を付することができるも

のとします。 

（２）基本サービス約款は、2025年 4月 1日より施行します。 

 



別表.  

 

１．基本サービス利用料金 

サービス名 サービス品目 月額料金 

IKC 光 テレビ

ジョンサービス

契約約款 

光 TV スタンダード（ブルーレイ STB、録画付 STB、

スマート STBplus、スマート STB）、 

光 TV ライト（ブルーレイ STB、録画付 STB、ミニ

STB、スマート STBplus、スマート STB）、光 TV ラ

イト、施設利用サービス 

650円 

（税込 715円） 

IKC 光 インタ

ーネットサービ

ス契約約款 

光 NET スタンダード（1ギガ、100メガ）、 

光 NET エキスパート（10ギガ、1ギガ、100メガ） 

ケーブルテレビ

ジョンサービス

約款 

Forest(4KBD-Hitpot 、 BD-Hitpot 、 4K-Hitpot 、

Hitpot)、 

ライト (4KBD-Hitpot、 BD-Hitpot、 4K-Hitpot、

Hitpot)、 

デジタルベーシック（STB、録画機能付 STB）、 

デジタルライト(STB、録画機能付 STB)、施設利用サ

ービス 

ケーブルインタ

ーネットサービ

ス契約約款 

ocean（200、200plus、160、160plus） 

ocean（30、8）、プレミアム、スタンダード、エコ

ノミー 

上記以外の世帯または法人 800円 

（税込 880円） 

 

２．機器料金 

項目 料金 その他 

購入 15,000円 

(税込 16,500円) 

保証期間 1年 

レンタル（月額） 300円 

(税込 330円) 

 

 

３．機器取付工事費 

項目 料金 

取付工事費 10,000円 

(税込 11,000円) 

 


